
戸塚区民文化センター 館長 殿
団体名（個人の場合は不要）：
はまっこカード登録番号：
代表者氏名：
連絡担当者氏名：
連絡先：〒　　　-             

TEL： FAX：

次の事業について、区民企画事業の指定を得たいので関係資料を添えて申請します。
応募ジャンル
（該当個所に○） 公演／展示／講座／収録／その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利用希望施設
（該当個所に○）

ホール／ギャラリー（Ａ・Ｂ・全面）／リハーサル室／練習室４
楽屋 1・ ・2 3・4

1. 事業名
2. 希望日時(時間区分も
お書き下さい。)
3. 開催趣旨・目的

4. 事業内容

5. 入場料
6. 回数と予定人数
事業予算（別途添付可） 収入 支出

項目 金額 項目 金額

合計
収支：

8.

7.

他の共催・後援等
9. 活動実績 □あり（最新の活動時期： 事業名： ）

□なし
10. 依頼事項 優先予約
11.申請事業区分 後援事業
12. 申請理由

13. 講じる感染症対策

注）事業予算には、会場費を含めて項目別に記載してください。
添付資料：企画書（必須）の他、団体規約･活動実績・記録写真・チラシなど、応募事業内容や活動実績がわかる資料
を必ず添付してください。提出書類に不備がある場合は、審査対象となりません。 

※提出日　　　/

       

     
）（

（第 1希望）
（第 2希望）

　　　　年　　　　月　　　　日
戸塚区民文化センターさくらプラザ【第 9回  区民企画事業】　申請書

さくらプラザ受付

戸塚区民文化センター　さくらプラザ
【第9回　区民企画事業】募集要項

自主的な文化活動を行なっている戸塚区内の個人・グループの創造活動促進を目的とした公募プログラムです。
さくらプラザの後援名義使用と会場の優先予約が受けられます。（但し、規定の利用料金をいただきます）
※学生割引あり。詳細はお問合せください。 ※新型コロナウィルスの感染状況により内容が変更になる場合がございます。

1. 対象事業　
戸塚区民文化センターさくらプラザで行なう公演、展覧会、ワークショップ、以上の活動の収録等の文化事業
※各施設の空間を活かした創造性の高い事業、または文化交流促進、区民サービスの向上となる事業を募集します。
※継続事業より新規の区民企画独自の事業を優先いたします。
※収録での応募は一般に公開を前提とした内容に限ります。また当館にはインターネット環境はございません。

2. 応募資格　（いずれの条件をどちらも満たす方）
（1） 戸塚区内にお住まいの方
（2） 横浜市施設利用予約システムの会員登録（はまっこカード）をお持ちの方（団体登録・個人登録 問わず）
※学生団体での応募は必ず学校の許可を得た上で応募ください。　　　　　　　　　　

3. 対象期間　（施設利用料・時間区分は通常の規定通り）
　　　　《ホール／リハーサル室／練習室 4》 2022 年 1 月 21 日 ( 金 ) ～ 1 月 22 日 ( 土 )
 2022 年 3 月 18 日 ( 金 ) ～ 3 月 20 日 ( 日 )　
 2022 年 3 月 25 日 ( 金 ) ～ 3 月 26 日 ( 土 )　　
　　　　《ギャラリー》 2022 年 1 月 18 日 ( 火 ) ～ 1 月 24 日 ( 月 )
 2022 年 3 月 1日 ( 火 ) ～ 3 月 7日 ( 月 )
 2022 年 3 月 22 日 ( 火 ) ～ 3 月 28 日 ( 月 )　
      ※ギャラリーについては、火曜～月曜の 1週間単位でお申込みください。
4. 利用特典　
・さくらプラザ後援及び優先予約
・さくらプラザHP・情報誌等での広報活動の協力
　※有料公演を行なう場合は、原則さくらプラザ窓口でチケット受託販売を行ないます。（手数料無料）

5. 提出資料　
下記を戸塚区民文化センターさくらプラザに郵送もしくは持参してください。※提出資料の返却はいたしません。
（1） 所定の申請用紙　
（2） 企画書（企画内容が具体的に明記されているもの。Ａ4サイズ 1～ 2枚程度。）
　　　  ※収録を希望される場合は配信スケジュール、配信媒体も明記してください。
（3） その他添付資料 ( 団体規約･活動実績･記録写真･チラシなど、応募事業内容や活動実績がわかる資料 )

6. 募集締切　
2021 年 5 月 9日 ( 日 ) 必着

7. 決定までの手順　
区民文化センター指定管理者が行う、区民企画事業調整会議にて提出資料を選考し、決定いたします。
結果は 5月末までに、書面にて連絡者住所に郵送いたします。

8. 決定後の遵守事項　
・施設利用料のお支払いは 2021 年 6月末日までにお願いいたします。( 附帯設備・楽屋利用料は公演当日払い )
・チラシ、プログラム等の宣伝媒体には、「第 9回 さくらプラザ区民企画事業」「後援：戸塚区民文化センターさくら プラザ」　  
   と必ず記載し、指定のロゴ・マークを使用してください。
   また印刷物については、校正段階でさくらプラザへの確認をお願いいたします。
・やむを得ず事業の内容を変更する場合は、必ず事前にご連絡ください。
・事業を円滑に進めるため、担当スタッフとの連絡を密にとってください。
・事業終了後 1ヶ月以内に、所定の様式で「記録写真」「アンケート」「事業報告書」「収支決算書」をご提出ください。

9. その他　
・申請は１団体につき１申請に限ります。
・採択に際し、日程・時間の調整をお願いする場合がございます。

       ※個人情報保護について：ご提出いただいた書類等は、目的以外には使用いたしません。
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E-mail：


